
世田谷区 環境政策部 環境計画課

令和６年度 自然エネルギー活用による自治体間ネットワーク会議

令和６年６月２６日

世田谷区と交流自治体との電力連携
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／世田谷区／世田谷区世田谷区について ①位置

世田谷区は、東京23区の中西部に位置し、面積58.05㎢で23区の中では大田区に次ぐ広さとなる。

２



／世田谷区／世田谷区世田谷区について ②特性

三軒茶屋 二子玉川 多摩川花火大会 世田谷ハーフマラソン

• 人口は約92万人（23区で最多）

• パン製造業、生菓子製造業が多い

• 公園や農地面積が多い（23区で2位）

• NPO法人や活気ある商店街

• 住宅が主な住宅都市であるが、

三軒茶屋や二子玉川、下北沢など、

大規模な商業地もある。

３



／世田谷区／世田谷区世田谷区の現状① 土地利用とCO2排出量

◎ 家庭部門が約半数で最も多く、
民生部門で約４分の３を排出

◎ 約３分の２が宅地、住宅系が半数

（単位：1000t-CO2）

（1,245）

（674）

（427）

（121）

（61）

（２０１９年度）

世田谷区の部門別二酸化炭素排出量の割合世田谷区の土地利用の構成比
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／世田谷区／世田谷区世田谷区の現状② 電力需要と再エネ発電量

◎建物の屋根での太陽光発電が、再エネ創出の中心。

◎電力需要量が多く、再エネ自給率が低い。

電力需要量と再エネ発電量（都道府県別）

※ 電力調査統計（2021年度,資源エネルギー庁）を基に算出 ※ 再エネには、水力、太陽光、風力、バイオマスを含む。

再エネ発電量
[億kWh]

電力需要量
[億kWh] 再エネ発電量／電力需要 [%]
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／世田谷区／世田谷区世田谷区の温室効果ガス削減目標

持続可能な未来につなげるまち せたがや

小さなエネルギーとまちのみどりで豊かに暮らす
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／世田谷区／世田谷区世田谷区の温室効果ガス削減目標

■世田谷区基本計画（令和６～１３年度）（重点政策）

自然との共生と脱炭素社会の構築

■世田谷区環境基本計画（後期）【令和2～6年度】

■自治体との連携等による再生可能エネルギー利用拡大

[ 方 針 ]

エネルギー資源が豊富な自治体との連携により
区内での再生可能エネルギーの利用拡大へ
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／世田谷区／世田谷区自然エネルギーの自治体間連携

川場村（木質バイオマス） 長野県（水力）

弘前市（太陽光） 十日町市（地熱）
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電気の流れ
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／世田谷区／世田谷区自然エネルギーを通じた地域の交流

✰ 脱炭素と地域課題の同時解決
・脱炭素への貢献
・発電に関わる雇用、資金、地域活性化

✰ 新たなヒトやモノの交流
・交流人口、関係人口の増加
・特産品や街の魅力発信への活用

交流

電力供給
✰ 再エネ電源の確保

✰ 新たな交流

電力供給側 電力需要側
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／世田谷区／世田谷区電力による自治体間連携で目指す姿

・発電事業によって、地域資源である再エネが
都市部など地域外に流出（地域資源の流出）

・その他、地域課題への対応

• 電力を大量に消費する一方、大規模な再エネ電力の創出が困難
• その他、地域課題への対応

地域資源の流出

大量消費・低自給率

再エネ電力

地域課題

地域課題

・少子高齢化
・雇用、地域産業、地域経済
・農地荒廃
・遊休地、空き家の増加
・交通不便地域
・観光PR
・自然の減少
・災害対策 etc..

地域資源の循環

地域課題の解決・交流

連携・相互協力

地方部

都市部

再エネ電力

連携自治体

世田谷区

還元・協力

• 都市部に再エネ電力の提供するだけでなく、
都市部にある資源（ヒト、モノ、カネ）を活用するなど、
広域的な連携・交流により、再エネ電源の追加や
再エネ電力の調達、地域課題の解決と裨益につなげる

• 再エネ電源の追加や再エネ電力の調達の推進

• 連携自治体との広域的な連携・交流により、地域課題の解決や
活性化につなげる。

再エネ電力の調達

地域課題の解決・交流

＜現在の課題＞

＜現在の課題＞

＜目指す姿＞

＜目指す姿＞

再エネ導入 再エネ導入促進
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